
※ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金

特別給付金は昭和41年の制度創設以来、先の大戦で障害を負った夫の介助、看護や家

庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた、戦傷病者等の妻の御労苦に

対して、国として特別の慰藉を行うため支給されてきました。

「戦傷病者等妻給付金」

支給のご案内

このお手紙は、本給付金の対象となる年金給付（恩給法による増加恩給、

戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金等）を受給している戦傷病者等

の妻の方にお送りしています。

これまでの「戦傷病者等の妻に対する特別給付金※」は、国債により

支給し、その償還金を５年間かけて受け取りいただいておりました。

この制度の在り方について、受給者の皆様からお気持ちを伺ったう

えで検討を重ねてまいりましたが、今般、より早期に受給いただくた

めに、ご指定の口座に５年分を一括して振込を行う方法に変更し、

「戦傷病者等妻給付金」として、継続して支給することとなりました。

また、本給付金とは別に、国としての慰藉の気持ちをお伝えする書状

をお届けいたします。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【照会先】

厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課 給付係

TEL：03-5253-1111 (代表) 内線 3426 または 4521

令 和 ８ 年 ４ 月

◆令和８年４月１日時点の戦傷病者等の妻の方に対して給付金が

支給されます。

◆支給には請求が必要です。請求期限内に「請求」を行ってください。

手続の詳細については、別紙をご確認ください。



１．支給対象

令和８年４月１日において「戦傷病者等の妻」である方

※ 詳細は、同封の「戦傷病者等妻給付金支給対象者早見表」でご確認ください。

※ このご案内を受け取られた方でも、給付金の支給対象とならない場合があります。

（裏面もお読みください）

【 照会先 】

厚生労働省社会・援護局援護・業務課 給付係

（代表）03-5253-1111内線 3426 または 4521

３．請求期限
令和９年２月28日(日)まで

※ 請求期限を過ぎると、給付金を受けることができなくなります。

２．支給額 （指定口座への振込）

55万円 又は 27.5万円 ※金額は、戦傷病者等の障害の程度によって異なります。

４．提出いただくもの ※裏面も必ずご確認ください。

１．戦傷病者等妻給付金請求書（同封）

２．慰藉状の贈呈について（同封）

３．請求者の令和８年４月１日現在の戸籍謄（抄）本

４．銀行等口座の通帳（写し）

※ 上記の他に、請求者の状況によって提出が必要な書類があります。

※ 提出書類や請求手続きなどの詳細や不明点については、

厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係までご相談ください。

「戦傷病者等妻給付金」支給のご案内

【請求書類郵送先】

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係 宛て

※郵送先は、市区町村、都道府県ではありません。

（ 別 紙 ）



留意事項

● 同封の請求書には、厚生労働省で把握している情報を予め記載しています。

転居により住所変更したなど、記載内容に変更がある場合は、二重線を引いて、

余白に正しい情報を加筆・修正してください。

● 請求者ご本人が請求書を書けない場合等は、ご家族の方等が代わって郵送

手続きを行うことができます。その場合は、同封の「委任状」に必要事項を記入し、

提出書類と一緒にご郵送ください。

● 成年後見人等が請求手続きを行う場合は、成年後見人等であることを確認で

きる書類 （登記事項証明書の原本等）をご郵送ください。

● 支給対象者が、請求をしないまま令和８年４月１日以後に亡くなられた場合は、

その相続人がご自身のお名前で給付金を請求することができます。

本人確認等について

郵送での手続のため、本人確認書類の提出にご協力ください。

● 請求者本人が請求手続きを行う場合：追加の書類提出は不要です。

● 請求者の成年後見人等が請求手続きを行う場合：

①登記事項証明書等の原本

②本人確認書類の写し １点（例：運転免許証、旅券（パスポート）、マイナンバーカード（表面） 、年金手帳等）

● 相続人が請求手続きを行う場合：

①受給権者（被相続人）が令和８年４月１日以降に死亡していることが

確認できる戸籍

②請求者（相続人）の現在の戸籍書類（提出書類）

③受給権者（被相続人）と請求者（相続人）の続柄がわかる戸籍

④請求者よりも民法上先順位の相続人がいないことが確認できる戸籍

⑤本人確認書類の写し １点（例：運転免許証、旅券（パスポート）、マイナンバーカード（表面） 、年金手帳等）

● 委任状により代理人に請求手続きを委任する場合：

①委任状（同封）

②委任者（請求者）及び受任者（代理人）双方の本人確認書類

※ 詳しくは委任状（同封）下欄をご確認ください。

提出書類や請求手続きなどの詳細や不明点については、

厚生労働省社会・援護局援護・業務課給付係までご相談ください。

【 照会先 】

厚生労働省社会・援護局援護・業務課 給付係（代表）03-5253-1111

内線 3426 または 4521



【戦傷病者等妻給付金の支給対象者早見表】

◆早見表の見方◆

質問に該当する場合は「はい」、該当しない場合は「いいえ」の矢印
に沿って進んでください。

※「増加恩給等」とは、次の給付のことです。

・恩給法による増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷病賜金
・戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、障害一時金
・旧令共済組合特別措置法による公務傷病年金 など

支給対象となる
可能性があります
（継続支給分）

令和８年４月１日時点で、夫が
戦傷病者等として増加恩給等(※)
を受給している
（事実上の婚姻関係にある方も含み
ます）

支給対象と
なりません

これまでに戦傷病者等の妻に対
する特別給付金を受給したこと
がある
（時効によって受給できなかった方
も含みます）

支給対象となる
可能性があります
（新規支給分）

はい

はい

いいえ

いいえ



様式第１号 

(表面)                                                                                   【戦傷病】 

戦傷病者等妻給付金請求書 

戦

傷

病

者

等 

(フ リ ガ ナ)   

生 年 
月 日 

明治・大正・昭和 
 

年  月  日 氏 名 

（姓） （名） 

請

求

者 

(フ リ ガ ナ)   

生 年 
月 日 

明治・大正・昭和・平成・令和 
 

年  月  日 氏 名 

（姓） （名） 

住    所 

〒   ―     

都 道 

府 県 

令和８年４月１日において欠格事由に該当するか ※裏面２参照 該当する ・ 該当しない 

被
相
続
人 

(フ リ ガ ナ)   
死 亡 
年 月 日 

令和  年  月  日 
氏 名 

（姓） （名） 

成

年

後

見

人

等 

(フ リ ガ ナ)   

区 分 
成年後見人等・親権者等・ 

国外居住請求者の代理人 氏 名 

（姓） （名） 

住    所 

〒   ―     

都 道 

府 県 

振 込 先 

※振込先金融 

機関の口座が 

確認出来る書類

(通帳の写し等)

を必ず添付して

ください。 

口 座 名 義 人 氏 名 
振込先金融機関にお届けの 

フリガナを記入してください。 

（フリガナ） 

氏  名 

い
ず
れ
か
を
選
ん
で
ご
記
入
く
だ
さ
い 

ゆうちょ銀行 

通帳記号 

－ 

通帳番号（右詰で記入してください。） 

１    ０ 
の 

         
 

金融機関 
(ゆうちょ銀行以外) 

（フリガナ） 預金種目 

銀行・信連       本店・支店 
        金庫・農協       本所・支所 
        信組・漁協         出張所 

１ 普通 

 

２ 当座 

金融機関コード 店舗コード 
預金通帳の口座番号 

（右詰で記入してください。） 

               

上記により、戦傷病者等妻給付金を請求します。 
令和  年  月  日 

電話番号                      

氏  名                      
厚生労働省社会・援護局長 殿 
 

（裏面の記載上の注意をよく読んで記載してください。）  



（裏面） 

 記載上の注意 

１ 選択できる項目は、該当するものを○で囲んでください。 

２ 「令和８年４月１日において欠格事由に該当するか」の欄は、（1）又は（2）の区分に従って、次の欠格

事由のいずれかに該当する場合は「該当する」を、いずれにも該当しない場合は「該当しない」を○で囲

んでください。 

(1) これまでに戦傷病者等の妻に対する特別給付金国庫債券を受けたことがある方(継続支給対象者) 

・戦傷病者等と離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあること 

(2) これまでに戦傷病者等の妻に対する特別給付金国庫債券を受けたことがない方(新規支給対象者) 

・拘禁刑以上の刑に処せられていること若しくは・戦傷病者等と離婚の届出をしていないが事実上離婚し

たと同様の事情にあること 

３ 戦傷病者等の妻の相続人が請求者である場合は、「請求者」の欄に相続人の氏名、生年月日及び住所を記

載するとともに、「被相続人」の欄に戦傷病者等の妻の氏名及び死亡年月日を記載してください。 

４ 「成年後見人等」の欄は、請求者が次のいずれかに該当する場合のみ記載してください。 

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契約における本人のためにそれぞれ成年後見人、保

佐人、補助人又は任意後見契約における任意後見人が代わって請求するとき(成年後見人等) 

(2) 未成年者のために親権を行う方又は未成年後見人が代わって請求するとき(親権者等) 

(3) 国外に居住しているために国債の償還金等の受領を国内居住者に委任したとき(国外居住請求者の代

理人) 

５ 「振込先」の欄は、必ず請求者本人の金融機関及び口座情報を記載してください。 

６ 最下欄には、請求者の氏名を記載してください。ただし、成年後見人等又は親権者等が代わって請求す

るときは、その氏名を記載してください。 

  また、電話番号は請求書の記載内容等を確認するため厚生労働省から別途、連絡する場合がありますの

で対応いただける番号を記載してください。 
 



【請求書の記入のしかた】

【戦傷病者等】欄
厚生労働省で把握している情報を予め記載しています。空欄の項目に記入してください。

【請求者】欄

厚生労働省で把握している情報を予め記載しています。

記載内容に変更がある場合は、二重線を引き、正しい内容を余白に記入してください。

欠格事由については請求書裏面２を参照し、該当するかどうか、必ず記入してください。

【被相続人】欄

戦傷病者等の妻の方が令和８年４月１日以降に亡くなられた場合、戦傷病者等の妻の方の
民法上の相続人が請求することができます。相続人が請求する場合は、以下のとおり、
【請求者】欄と【被相続人】欄を記入してください。

【成年後見人等】欄
請求者に成年後見人等の法定代理人がいる場合又は請求者が外国に居住している場合はこ
の欄を使用します。区分のうち、該当するものに○をつけてください。

【電話番号】欄
請求者の連絡可能な電話番号を記入してください。
請求者本人ではなく、ご家族への連絡を希望する場合は、ご家族の方の電話番号を記入し、
あわせて、余白にご家族のお名前と請求者との続柄を記入してください。

【氏名】欄
戦傷病者等の妻の方のお名前を予め記載しています。
成年後見人等又は相続人が請求する場合は、二重線で訂正し、成年後見人等又は相続人の
お名前を記入してください。

000-0000-0000
厚労 花子

見
本 相続人のお名前・住所等に修正

戦傷病者等の妻の方（被相続人）の情報を記入

【振込先】欄
支給が決定した場合に給付金を振り込む口座の情報を記入してください。請求者本人の口
座である必要があります。また、提出書類として、振込先金融機関の口座が確認できる書
類（通帳の写し等）が必要です。

コウロウ ハナコ

厚労 花子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

○○ ○○

○○ ○○

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

【記入例】

【年月日】欄
請求書を記載した日付を記載してください。

△ △ △

口座名義人は請求者ご本人様でなければなりません。

振込先金融機関の口座
が確認出来る書類

（通帳の写し等）を必ず
添付してください。



慰藉状の贈呈について

本紙は「戦傷病者等妻給付金請求書」とともに、厚生労働省あて

にご返信をお願いいたします。

国としての慰藉の気持ちをお伝えするため、給付金とは
別に、厚生労働大臣名の慰藉状を贈呈いたします。

贈呈は、厚生労働省の職員がお渡しに伺うことを考えてお
りますが、郵送での対応も可能です。

希望する方法（① または ② のどちらか）に○をお願いい
たします。

【 照会先 】

厚生労働省社会・援護局援護・業務課 給付係

（代表）03-5253-1111内線 3426 または 4521

① 厚生労働省の職員が「戦傷病者等妻給付金

請求書」に記載された住所に伺いお渡しする。

② 「戦傷病者等妻給付金請求書」に記載された

住所に郵送する。

注１)  ①の場合、後日、厚生労働省より、請求書に記載された電話番号等に

ご連絡のうえ、訪問日時等の調整を行わせていただきます。

注２)  贈呈方法について、ご選択、ご返答が確認出来なかった場合、

②により贈呈を行うことがありますので、予めご了承願います。



 
委  任  状 

 
令和  年  月  日 

 
 

私は次の者に下記の手続を委任します。 
 

受任者（代理人） 
 

住 所：                     
 
電 話：                          
 
氏 名：                          

 
委任者との関係：                    

 
記 

委任事項 
 

戦傷病者等妻給付金に関する請求手続 
 

委任者（請求者） 
 

住 所：                     
 
電 話：                         
 
氏 名：                         
 

＊ 受任者(代理人)は、委任者(請求者)及び受任者双方の本人確認書類を提示すること。 

◆本人確認書類 

① 官公庁から発行された顔写真入りの書類（運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パ

スポート）、マイナンバーカード（表面）等） 

② 官公庁から発行された顔写真がない書類（介護保険被保険者証、年金手帳、資格確

認書等）※氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの 

③ 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類（公共料金の領収証、診察券、

社員証等） 

◆委任者の本人確認書類 

・印字された請求書 ※厚生労働省より請求者宛に送付したもの 

・委任者の現在の戸籍謄（抄）本 ※請求書に添付したもの 

※印字された請求書がない場合は、以下◆受任者の本人確認書類と同様の取扱いとする。 

◆受任者の本人確認書類 

下記⑴～⑶のうちいずれかの本人確認方法をとること。 

⑴ ◆本人確認書類 ① １つ 

⑵ ◆本人確認書類 ② ２つ 

⑶ ◆本人確認書類 ② １つ 及び ◆本人確認書類 ③ １つ の計２つ 

 


